
様式第２号（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 平成２５年度川島町情報公開及び個人情報保護審議会 

第２回会議 

開 催 日 時 平成２６年２月２１日（金） 午後３時００分～３時４６分 

開 催 場 所 川島町役場別館第２会議室 

議      題 

（１）会議の公開について 

（２）会議録の記録方法及び会議録署名委員の指名について 

（３）諮問事項 

（４）報告事項 

  ・川島町個人情報保護条例の改正について 

  ・情報公開及び個人情報保護制度の運用状況について 

（５）その他 

 

公開・非公開の別  公 開 

非 公 開 の 理 由 

（非公開の場合のみ）

 

出 

席 

者 
委   員

吉田 豊子、蓮見 重人、矢内 大介、小久保 彰、牛村 節子、

福島 彰、佐々木 美代子、爲谷 健一、三井 俊秀 

事務局職員 総務課 粕谷 克己、嶋田 時夫、江間 裕一、田中 宏 

配 布 資 料 資料１ 川島町個人情報保護条例改正案（新旧対照表） 

資料２ 個人情報の取扱いについて（答申） 

資料３ 平成２５年度 川島町情報公開制度及び個人情報保護制度の 

運用状況（平成２６年２月１９日現在） 



審議会等の内容・概要 

１ 開会 

２ 委嘱状の交付 

３ あいさつ 三井 俊秀 会長 

４ 議事 

 （１）会議の公開について 

  ・個人情報を含む内容の審議ではないことから公開と決定した。 

 （２）会議録記録方法及び会議録署名委員の指名について 

  ・会議録は発言者の名前は記載せず、発言内容ごとに要点記録とすることとし、会

議録署名委員は会長の指名により、矢内大介委員及び小久保彰委員に決定した。

 （３）諮問事項 

  ・諮問事項なし 

 （４）その他 

  ・川島町個人情報保護条例の改正について 

    資料２により、第１回審議会の諮問事項の答申について説明。 

    行政書士や司法書士等から、職務上請求書で住民票、戸籍等の申請があるが、

不正取得が発覚した場合、不正に戸籍等が取得された旨の通知を被害者へ送付し

ている。 

    職務上請求書を自己情報の開示請求により申請があった場合、士業者に依頼し

た依頼者氏名を公開することができるかどうかについて、開示する必要がある

が、現行の条例では個人情報として取り扱わなければならず、また、裁量的開示

等の規定もないため、開示するためには条例改正などの整備が必要であるとの答

申を受けた。 

    答申を踏まえ、裁量的開示の条文の追加、また、平成１４年の条例施行以来、

改正を行っていなかったため、実施機関に水道事業の管理者の権限を行う町長の

追加、個人情報の定義の見直し、実施機関内での情報の利用及び存否応答拒否に

ついての条文の追加を行った旨説明。 

【会 長】補足として、個人情報の定義について、国の法律、県の条例が改正された関

係上あわせる訳であるが、生存する個人が自己情報を開示する請求を求める。



生存しない方については、開示請求することが出来ないためこのような規定と

なる。ただし、亡くなった方の個人情報は、情報公開条例の対象になる可能性

があるが、生存する個人の情報に関連するような亡くなった方の個人情報につ

いては、この個人情報保護条例上の取り扱いとなる。 

     第９条の個人情報の内部利用について、例えば今回の大雪で交通途絶で閉じ

込められてしまった人がかなりいるが、大きな災害があったとき、どこにどう

いう方がいるか、特に民生委員などが把握していればいいが、独居の方の情報

等が内部で利用できずに取り残されてしまう場合があるため、この規定を設

け、必要な限度で保有個人情報を内部で利用する条例は必要であると思う 

     裁量的開示については、第１回会議での意見の中で、このような形で保有個

人情報を開示することができる規定を設けるとしたが、現実的には、第２条の

個人情報の定義を厳格にしたので、氏名だけでは個人情報に当たらないような

定義となってくる。個人情報の定義が氏名、生年月日その他の情報でとなると、

裁量的開示の条文を入れたことからより明確になる。 

     存否情報については、情報公開条例にはあるが、例えば、県のがんセンター

に自分のカルテを開示請求すると、不開示と回答してもカルテがあるとわかっ

てしまい、自分ががんであるとわかってしまうなどの場合がある、あるかない

かを含めて拒否をするのがこの規定である。 

【委 員】第１１条の電子計算機の回線による結合の制限について、今後町はクラウド

について、若い職員などはいろいろなことが出来てしまうと思うが、管理等ど

のように考えているか。 

【事務局】クラウド化については当然進んでいく話である。第１１条により必ずしも外

部と結合することが出来ないわけではないが、扱える個人情報の量は大きくな

るため、情報の管理について研修を実施していかなければならない。 

【委 員】電子機器については、どのように心配していいのかもわからないが、知らな

い人がアクセスできる、個人情報が流出することなどが考えられるため、いろ

いろと制限が加えられると思うが、今後、具体的にどうするかわからないが、

きちっとやっていただきたい。 

【事務局】埼玉県の町村会が中心となって、川島町については２７年度から町村会が一




